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第６５号議案 

   加須市国民健康保険北川辺診療所条例及び加須市国民健康保険北川辺診

療所施設整備等基金条例を廃止する等の条例 

 （加須市国民健康保険北川辺診療所条例及び加須市国民健康保険北川辺診療

所施設整備等基金条例の廃止） 

第１条 次に掲げる条例は、廃止する。 

（１） 加須市国民健康保険北川辺診療所条例（平成２２年加須市条例第１

５０号） 

（２） 加須市国民健康保険北川辺診療所施設整備等基金条例（平成２３年

加須市条例第６号） 

 （加須市職員の定年等に関する条例の一部改正） 

第２条 加須市職員の定年等に関する条例（平成２２年加須市条例第２７号）

の一部を次のように改正する。 

  第３条第２項を削る。 

  第６条中「（第３条第２項に規定する医師が占める職を除く。）」を削る。 

  附則第２項中「第３条第１項」を「第３条」に、「同項」を「同条」に改

める。 

  附則第３項中「、非常勤職員並びに第３条第２項及び加須市職員の定年等

に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和４年加須市条例第２２号）

第１条の規定による改正前の第３条ただし書に規定する職員」を「及び非常

勤職員」に改める。 

 （加須市一般職職員の給与に関する条例の一部改正） 

第３条 加須市一般職職員の給与に関する条例（平成２２年加須市条例第４５

号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中「、初任給調整手当」を削る。 

  第３条第１項を次のように改める。 

   給料表は、別表第１のとおりとし、その適用範囲は同表に定めるところ

による。 
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  第３条第３項中「別表第３」を「別表第２」に改める。 

  第４条第５項の表を次のように改める。 

５５歳に達した日から６０歳に達する日の前日までの間

にある職員 

２号給 

６０歳を超える職員 ０号給 

  第９条を次のように改める。 

 第９条 削除 

  第１０条第３項中「行政職給料表」を「給料表」に改め、「及び医療職給

料表の適用を受ける職員でその職務がこれに相当するものとして規則で定め

る職員」を削る。 

  附則第２３項中「又は別表第２」を削る。 

  附則第２４項第２号を削り、同項第３号中「加須市職員の定年等に関する

条例」の次に「（平成２２年加須市条例第２７号）」を加え、同号を同項第

２号とし、同項中第４号を削り、第５号を第３号とする。 

  別表第２を次のように改める。 

  別表第２（第３条関係） 

  等級別基準職務表 

   行政職給料表 

等級 基準となる職務 

１級 定型的な業務を行う職務 

２級 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 

３級 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 

４級 主査又は主任教諭の職務 

５級 主幹又は副園長の職務 

６級 課長、室長、所長、事務局次長、主席検査員、主席専門員

又は副参事の職務 

７級 副部長、副局長又は参事の職務 

８級 部長、局長、事務局長、理事、総合支所長又は会計管理者

の職務 

  別表第３を削る。 

 （加須市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正） 

第４条 加須市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成２２年加須市条例第４
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６号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中第６号を削り、第７号を第６号とし、第８号を削り、第９号を第

７号とし、第１０号を第８号とする。 

  第８条を削る。 

  第９条中「診療又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、同条を第

８条とする。 

  第１０条を削り、第１１条を第９条とし、第１２条から第１４条までを２

条ずつ繰り上げる。 

  別表中「第１３条関係」を「第１１条関係」に改め、同表中往診手当の項

及びレントゲン取扱手当の項を削る。 

 （加須市国民健康保険条例の一部改正） 

第５条 加須市国民健康保険条例（平成２２年加須市条例第１４９号）の一部

を次のように改正する。 

  第８条第２項を次のように改める。 

 ２ 市は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業を行

う。 

 （加須市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第６条 加須市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年

加須市条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第１項を次のように改める。 

   給料表は、別表第１のとおりとし、その適用範囲は同表に定めるところ

による。 

  第４条第２項中「別表第３」を「別表第２」に改める。 

  別表第２を次のように改める。 

  別表第２（第４条関係） 

等級別基準職務表 

   行政職給料表 

職務の級 基準となる職務 
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１級 標準的な業務を行う職務 

２級 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 

 別表第３を削る。 

（加須市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の一部改正） 

第７条 加須市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和

４年加須市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

 附則第２条第２項中「（基準日における新定年条例定年が新定年条例第３

条第１項に規定する定年である職に限る。）」を削る。 

 附則第１０条中「（基準日における新定年条例定年相当年齢が新定年条例

第３条第１項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。）」を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和８年７月１日から施行する。 

  令和８年６月９日提出 

加須市長 高 橋 稔 裕  

      提 案 理 由 

 加須市国民健康保険北川辺診療所の医療職職員が確保できなかったことに伴

い、当該診療所及びその基金を廃止するとともに、医療職職員の任用等の規定

に係る所要の改正をしたいので、この案を提出するものであります。 
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第６６号議案 

   工事請負契約の締結について 

 次のとおり工事請負契約を締結することについて議会の議決を求める。 

１ 工 事 名  加須市立新保育所新築電気設備工事 

２ 施工場所  加須市下高柳一丁目１２番及び１３番 

３ 履行期限  令和９年１２月２７日 

４ 請負金額  ２億３，７６０万円 

５ 請負業者  埼玉県加須市北小浜５８０番地２ 

株式会社関根電気工事 

        代表取締役 関 根 正 樹 

  令和８年６月９日提出 

                      加須市長 高 橋 稔 裕  

      提 案 理 由 

加須市立新保育所新築電気設備工事の請負契約を締結したいので、加須市議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に

より、この案を提出するものであります。 
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第６７号議案 

   工事請負契約の締結について 

 次のとおり工事請負契約を締結することについて議会の議決を求める。 

１ 工 事 名  加須市本庁舎給排水衛生設備改修工事 

２ 施工場所  加須市三俣二丁目１番地１ 

３ 履行期限  令和１０年３月２９日 

４ 請負金額  ４億７，６３０万円 

５ 請負業者  埼玉県加須市南篠崎１０６６番地６ 

        株式会社杉本設備 

        代表取締役 杉 本 善 昭 

  令和８年６月９日提出 

                      加須市長 高 橋 稔 裕  

      提 案 理 由 

加須市本庁舎給排水衛生設備改修工事の請負契約を締結したいので、加須市

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定

により、この案を提出するものであります。 
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第６８号議案 

   財産の取得について  

 次のとおり財産を取得することについて議会の議決を求める。 

１ 財 産 の 種 類  物品 

２ 取 得 物 品  消防ポンプ自動車 

３ 取 得 金 額  ２，５８５万円 

４ 契約の相手方  埼玉県さいたま市南区辻四丁目１８番１０号 

埼玉消防機械株式会社 中央支店 

支店長 高 橋  怜 

  令和８年６月９日提出 

                      加須市長 高 橋 稔 裕  

      提 案 理 由 

加須市消防団第１３分団で使用する消防ポンプ自動車を取得したいので、加

須市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の

規定により、この案を提出するものであります。 
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第６９号議案 

   市道路線の認定について 

 次の路線を市道として認定したいので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第８条第２項の規定により議会の議決を求める。 

路線名 起       点 終       点 
重要な 

経過地 

１４９４号線 
上樋遣川字古宮７２

２８番地先 

上樋遣川字稲荷台７

３１３番地先 
 

１５４０号線 
上樋遣川７３６１番

１地先 

古川二丁目３番１地

先 
 

５１４９号線 
船越字往還北３０８

番１地先 

船越字蓮田６４５番

地先 
 

  令和８年６月９日提出 

                      加須市長 高 橋 稔 裕 

      提 案 理 由 

 これらの路線は、開発行為に伴い再編成された道路であり、市道として管理

するため認定したいので、この案を提出するものであります。 
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位 置 図 

認 定 路 線 

（参考）

路線名 延長（ｍ）

1494号線 2.00 ～ 2.80 420.41

1540号線 7.51 ～ 9.00 221.20

幅員（ｍ）
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位 置 図 

認 定 路 線 

（参考）

路線名 延長（ｍ）

5149号線 1.40 ～ 1.90 197.26

幅員（ｍ）
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第７０号議案 

   市道路線の廃止について 

 次の路線を廃止したいので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条

第３項において準用する同法第８条第２項の規定により議会の議決を求める。 

路線名 起       点 終       点 
重要な 

経過地 

１４９２号線 
上樋遣川字稲荷台７

３３５番１地先 

上樋遣川字稲荷台７

３４１番地先 
 

１４９４号線 
上樋遣川字古宮７２

２８番地先 

上樋遣川字稲荷台７

３７９番地先 
 

１５４０号線 
古川二丁目３番１地

先 

古川二丁目３番１地

先 
 

５１４９号線 
船越字往還北３０８

番１地先 

船越字蓮田６４３番

地先 
 

  令和８年６月９日提出 

                      加須市長 高 橋 稔 裕 

      提 案 理 由 

 これらの路線は、開発行為に伴い不用路線となるため廃止したいので、この

案を提出するものであります。 
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位 置 図 

廃 止 路 線 

（参考）

路線名 延長（ｍ）

1492号線 2.00 ～ 2.50 91.31

1494号線 1.70 ～ 7.52 600.07

1540号線 9.00 ～ 17.92 179.20

幅員（ｍ）
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位 置 図 

廃 止 路 線 

（参考）

路線名 延長（ｍ）

5149号線 1.40 ～ 1.90 214.95

幅員（ｍ）
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第７１号議案 

   市道路線の認定について 

 次の路線を市道として認定したいので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第８条第２項の規定により議会の議決を求める。 

路線名 起       点 終       点 
重要な 

経過地 

９１２０号線 
志多見字下川面１９

３１番１地先 

志多見字下川面１９

５０番１地先 
 

騎３８９０号線 
日出安字上１２９８

番２地先 

日出安字上１２９８

番４地先 
 

  令和８年６月９日提出 

                      加須市長 高 橋 稔 裕 

      提 案 理 由 

 これらの路線は、道路利用状況により再編成された道路であり、市道として

管理するため認定したいので、この案を提出するものであります。 
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位 置 図 

認 定 路 線 

（参考）

路線名 延長（ｍ）

9120号線 1.80 ～ 3.20 176.76

幅員（ｍ）
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位 置 図 

認 定 路 線 

（参考）

路線名 延長（ｍ）

騎3890号線 0.90 ～ 0.90 40.80

幅員（ｍ）
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第７２号議案 

   市道路線の廃止について 

 次の路線を廃止したいので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条

第３項において準用する同法第８条第２項の規定により議会の議決を求める。 

路線名 起       点 終       点 
重要な 

経過地 

９１２０号線 
志多見字下川面１９

２８番１地先 

志多見字下川面１９

５０番１地先 
 

騎３２９０号線 
日出安字上１３１２

番１地先 

日出安字上１２９３

番地先 
 

  令和８年６月９日提出 

                      加須市長 高 橋 稔 裕 

      提 案 理 由 

 これらの路線は、道路利用状況により不用路線となるため廃止したいので、

この案を提出するものであります。 
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位 置 図 

廃 止 路 線 

（参考）

路線名 延長（ｍ）

9120号線 1.80 ～ 3.20 237.17

幅員（ｍ）
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位 置 図 

廃 止 路 線 

（参考）

路線名 延長（ｍ）

騎3290号線 0.80 ～ 4.00 95.70

幅員（ｍ）
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